
　
市
で
は
、
災
害
時
に
１
人
で
は
避
難
で

き
な
い
人
（
災
害
時
要
援
護
者
）
が
、
自

分
の
情
報
を
地
域
で
見
守
っ
て
く
れ
る
人

に
出
し
て
も
い
い
と
言
う
条
件
で
、
災
害

時
要
援
護
者
名
簿
へ
の
登
録
申
請
を
受
付

け
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
名
簿
は
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難

が
出
来
ず
、
周
り
の
人
の
支
援
を
必
要
と

す
る
人
を
対
象
に
、
そ
の
人
の
安
否
確
認

や
避
難
誘
導
等
の
支
援
を
迅
速
か
つ
円
滑

に
行
う
た
め
に
作
成
し
、
地
域
の
自
主
防

災
会
や
民
生
委
員
・
児
童
委
員
お
よ
び
隣

近
所
の
支
援
者
に
提
供
し
、
災
害
時
の
支

援
に
役
立
て
ま
す
。 

　
な
お
、
対
象
者
の
ご
自
宅
を
、
地
域
の

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
訪
問
し
て
い
た

だ
き
、
さ
ら
な
る
周
知
と
登
録
を
推
進
す

る
予
定
で
す
。 

▼
対
象
者 

　
対
象
者
は
、
在
宅
で
暮
ら
す
次
の
よ
う

な
人
で
、
災
害
時
の
避
難
行
動
に
支
援
が

必
要
で
、
家
族
な
ど
の
支
援
が
受
け
ら
れ

な
い
人
で
す
。 

・
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者 

・
要
介
護
認
定
区
分
３
〜
５
の
人 

・
障
が
い
の
あ
る
人
で
、《
身
体
》
肢
体

不
自
由
の
障
が
い
１
級
〜
３
級
ま
で
、

視
覚
障
が
い
１
級
も
し
く
は
２
級
ま
た

は
聴
覚
障
が
い
２
級
の
人
、《
知
的
》

療
育
手
帳
Ａ
判
定
の
人 

・
そ
の
他
支
援
を
希
望
し
、
必
要
と
認
め

た
人 

 

　
ま
た
、
市
で
は
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢

者
や
障
が
い
者
を
対
象
に
、「
緊
急
通
報

装
置
設
置
事
業
」
や
「
高
齢
者
等
家
具
転

倒
防
止
器
具
取
付
事
業
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。 

　
詳
し
く
は
、
各
課
窓
口
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

▼
問
合
せ 

【
災
害
時
要
援
護
者
名
簿
へ
の
登
録
に
つ

い
て
】
福
祉
課
（
内
線
141
） 

【
緊
急
通
報
装
置
設
置
お
よ
び
家
具
転
倒

防
止
器
具
設
置
に
つ
い
て
】
高
齢
者
の
人

は
長
寿
介
護
課
（
内
線
147
）、
障
が
い
者

の
人
は
福
祉
課
（
内
線
141
） 

　
市
で
は
耐
震
診
断
事
業
を
平
成
14
年
度

か
ら
開
始
し
、
こ
れ
ま
で
に
１
千
625
件
の

住
宅
で
診
断
を
行
い
ま
し
た
。 

　
こ
の
民
間
住

宅
無
料
耐
震
診

断
事
業
・
耐
震

改
修
費
補
助
事

業
を
平
成
23
年

度
も
引
き
続
き

行
い
ま
す
。
診
断
は
、
165
件
を
予
定
し
て

お
り
、
ま
た
、
７
月
下
旬
に
無
料
診
断
該

当
者
の
皆
さ
ん
へ
市
か
ら
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー

ル
の
郵
送
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
機

会
に
ぜ
ひ
耐
震
診

断
を
お
申
込
み
く

だ
さ
い
。
ま
た
、

耐
震
改
修
費
補
助

事
業
の
詳
細
は
後

日
、「
広
報
ち
り
ゅ

う
」
で
お
知
ら
せ

す
る
予
定
で
す
。 

※
診
断
に
あ
た
り
個
人
情
報
に
関
す
る
こ

と
を
公
表
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

▼
対
象
要
件
（
次
の
①
〜
③
の
全
て
に
あ

て
は
ま
る
住
宅
） 

①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
手
し
た

住
宅 

②
在
来
軸
組
構
法
、
伝
統
工
法
の
２
階
建

て
以
下
の
木
造
住
宅
（
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
、

木
質
パ
ネ
ル
構
法
、
他
の
鉄
骨
や
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
上
に
２
階
が
乗
っ

て
い
る
よ
う
な
混
構
造
、
中
２
階
の
部

屋
が
あ
る
構
造
、
複
雑
な
平
面
の
形
の

も
の
、
曲
線
が
あ
る
建
物
な
ど
は
対
象

外
と
な
り
ま
す
。
） 

③
建
物
の
所
有
者
等
が
申
込
み
を
さ
れ
た

住
宅 

※
す
で
に
申
込
み
を
し
て
い
る
場
合
は
改

め
て
申
込
み
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

希
望
者
が
多
い
場
合
は
先
着
順
に
な
り

ま
す
。 

▼
申
請
方
法
　
申
込
書
を
建
築
課
窓
口
に

提
出
し
て
い
た
だ
く
か
、
ハ
ガ
キ
に
必
要

項
目
を
記
入
の
上
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。 

〒
472
―
８
６
６
６
　
住
所
不
要
　
知
立
市

役
所
　
建
築
課 

※
申
込
書
は
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
に
同
封

さ
せ
て
い
た
だ
く
他
、
建
築
課
窓
口
で

配
布
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

▼
問
合
せ
　
建
築
課  
建
築
係（
内
線
457
） 

知
立
市
無
料
耐
震
診
断
を
受
け
て
い
な
い
皆
さ
ん
へ 

　
〜
大
地
震
か
ら
、
命
を
守
り
ま
し
ょ
う
〜 

地
域
の
助
け
合
い（
共
助
）で
災
害
対
策
！ 

災
害
時
要
援
護
者
名
簿
へ
の
登
録
を
受
付
け
て
い
ま
す 

ご存知ですか？耐震・災害対策 ご存知ですか？耐震・災害対策 

知 立 市 災 害 時 要 援 護 者 支 援 制 度  

地域支援者等 

地域での助け合いが大切です 

支援を希望する人 
（要援護者） 

支援者 
（隣近所の人） 

自治会・自主防災会 

市役所福祉課 
（登録台帳へ掲載） 

①
支
援
者
の
同
意 

②申請書の提出 《窓口》 

④見守り・災害時の安否確認 
　や避難支援 ③情報の提供 

協力 協力 

民生・児童委員 

（情報提供の同意） 
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